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第4編学校管理

第1章校費・学校予算

1 学校経費の負担

（1）公費の原則…． ．………・…………･…・ ・………………・…

（2）地方教育費の財源保障・……・…． ．……………・………・…・ ・ ・

（3）義務教育費の国庫負担………………・……・……………・ ･ ・ ・

2予算制度

(1)､予算の意義…・……・……………･………………・ ・……． ．

（2）予算の原則・ ・ ・………・…・…………・……． ．……………． ．

（3）予算の種類………・…………･ ･ ･……･ ･………・…………

（4）予算の編成…． ．……………･……･……・…･………･……

3 学校予算

（1）学校予算のしくみ………･…・………………・ ・ ・………・ ・…

（2）学校予算の要求． 、…． ．……………･………………・………

（3）学校の配当予算・……………………・………………・……

（4）主たる予算費目の概要………・ ・……． ．…． ．…･……………． ．

（5）予算執行計画・……． ．…………･……………・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ． ．…．

（6）物品購入…． ．…・ ・ ・……・・…………・……………・ ・ ・ ・ ． ．…．

（7）契約事務……………・ ・……・…・…・……・……・ ・ ・ ・ ・…・…

（8）事務処理………・ ・…・…・ ・ ． ・ ・ ・……・…………・…・ ・ ・ ・……

（9）決算…・ ・ ・…………………・……・ ・ ・…． ．……・…・ ・…・…

(10)会計監査…・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・……。…・

(11)学校財務取扱規則・ ・ ・ ・…・……・…・…． ．………・………・…． ．
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3－4旅 費

1 旅費

旅費とは，職員等が公務のために行う旅行中必要とする経費にあてるため支

給される費用である。 しかし，現に要した費用をすべてそのとおり支給できな

いので，旅費に関する必要な事項は条例で定められている。

(1)旅費用語

ア出張

職員が公務のため一時その勤務公署（勤務校）を離れて旅行すること。

イ赴任

採用された職員がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤

庁に旅行し，又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在

勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

ウ在勤地

在勤庁（勤務校）がある市町の存する地域をいう。

(2)旅行命令等

旅行は旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

旅行命令権者は，電信，電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公

務の円滑な遂行を図ることができない場合で，かつ，予算上旅費の支出が可

能である場合に限り，旅行命令等を発することができる。

(3)旅費の執行計画

旅費予算の執行にあたっては，旅費予算の配分内で旅行命令を行わなけれ

ばならない。学校の教育目標達成に向け，職員が計画的に研修会・研究会等

に参加できるよう，旅費予算執行計画を立てることが望ましい。

(4)旅費の種類

ア普通旅費

鉄道賃，船賃航空賃，車賃， 日当，宿泊料及び食卓料

イ特殊旅費

移転料，着後手当，扶養親族移転料，支度料，死亡手当， 日額旅費，旅

行雑費，外国旅行手当（支度料，旅行雑費は外国への出張に支給）

(5)旅費の計算

旅費は，最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によ

り計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により，

最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には，その現によ

った経路及び方法によって計算する。

旅費計算上の旅行日数は，旅行のために現に要した日数による。

在勤地以外の地に居住する職員が，その居住地から直ちに旅行する場合に

おいて，居住地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額よ

り少ないときは，居住地から目的地に至る旅費を計算する。 （自家用車を公

務使用しての旅行で， 自宅からの直行又は自宅への直帰の場合，旅行経路と

通勤経路が重複する場合はその重複部分の距離を除いて計算する。 ）

旅費条例 第2条
~／

ノ

条４第

／

同条例

同条例 第6条
／

同条例 第7条
」／

第8条
／

同条例

同条例

同条例

第9条／

第10条の2

／/／
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3－4旅 費

普通旅費

職員が出張した時に支給されるものである。

鉄道賃

鉄道賃の額は旅客運賃，急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金

による（特例，例外があるので時刻表参照のこと） 。鉄道発着駅は，出発

地又は目的地の最寄り駅とする。

(ｱ）旅客運賃

その乗車に要する運賃を計算する。

(ｲ）急行料金

通常利用が考えられる時間帯に急行列車が運行されていて，かつ，実

際に利用した場合，片道50km以上の旅行に支給する。

(ｳ）特別急行料金

通常利用が考えられる時間帯に特別急行列車が運行されていて，かつ

実際に利用した場合，片道50km以上の旅行に支給する。

(ｴ）新幹線の特別急行料金

（ｳ)と同じ。

(ｵ）座席指定料金

普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50km以上の旅行に支給

する。

(力）シーズン別指定席特急料金（在来線，新幹線ともに） 、、
繁忙期（200円増) 3/21～4/5, 4/28～5/6, 7/21～8/31, 1{

12/25～1/10
／

閑散期（200円引) 1/16～2月末日, 6月, 9月, 11/1～12/20の

月～木(祝日とその前日及び振替休日除く) "J/

※新幹線と在来線の特別急行列車を乗り継ぐ場合は在来線の特別急行

料金の半額が割り引かれるが，その際はシーズン別割増（引）料金を

含めた額が半額となる。

(ｷ）往復フリーきっぷ

発着駅ごとに料金が設定されている。有効期間や利用期間はそれぞれ

異なる。

名古屋往復割引きっぷ

北陸～名古屋間の特別急行列車指定席（米原～名古屋間は新幹線

（のぞみを除く）の普通自由席利用可）が利用できる。途中出場しな

ければ1回に限り特別急行列車の乗り継ぎ利用ができ，いずれか一方

の列車のみ指定席の利用が可能。 6日間有効。 4/27～5/6, 8/10~

19, 12/28～1/6の期間は利用できない。

加賀温泉 ～名古屋市内 11,520円

小松 ～名古屋市内 12,250円

金沢 ～名古屋市内 13,200円

七尾･和倉温泉～名古屋市内 16,700円

(6)

ア

旅費条例第15条

3-120



3－4旅 費

旅費条例 第6条3項
~／

／

イ船賃

水路旅行について路程に応じ，旅客運賃等により支給する。

ウ航空賃

現に支払った旅客運賃による。

※旅客利用施設使用料等も航空賃に含む。

エ車賃

路程に応じ1kmにつき37円を支給する。ただし，旅行命令権者の承認を

受けて自家用車を公務使用して旅行する場合は全路程を通算しlkmにつき

28円を支給する。全路程を通算して計算する。 (1km未満切り捨て）

オ日当

旅行先（県内・県外別）及び距離に応じ, 1日あたりの定額により支給

する。ただし，出発地から目的地までの路程が100km未満の県内旅行につ

いては支給しない。

県外旅行 片道の路程100km以上 定額

100km未満 定額の2分の1

県内旅行 片道の路程100km以上 定額の2分の1

力宿泊料

宿泊地の区分（甲地， 乙地）に応じて定額により支給する。

（ｱ） 甲地

さいたま市，東京特別区，千葉市，横浜市，川崎市，相模原市，

名古屋市，京都市，大阪市，堺市，神戸市，広島市，福岡市

（ｲ）乙地

甲地以外の地域

(7)同一地域内の旅行の旅費

同一地域内の旅行については，鉄道賃，船賃及び車賃は全行程が4km未満

の旅行の場合には支給しない。

県外旅行及び出発地から目的地までの路程が100km以上の県内旅行（以下

「県外旅行等」 ）における旅費の取扱いは，下記のとおりとする。

ア出発地から経由地（最寄駅など）に至る旅費

県外旅行等において，以下の区間の旅行は，支給される。

（同一地域内の第一目的地から第二目的地までの旅行等の場合を除く）

。 「出発地」から 「出発地と同一地域にある経由地」までの区間

・ ・ ・イメージ図(A)

． 「目的地と同一地域にある経由地」から 「目的地」までの区間

・ ・ ・イメージ図(c)

． 「帰着地と同一地域にある経由地」から 「帰着地」までの区間

・ ・ ・イメージ図(E)

イ同一地域内の第一目的地から第二目的地に至る旅費

県外旅行等において， 目的地間の旅行は，支給しない。

・ ・ ・イメージ図(D)

同条例 第17条

／／

同条例 第18条

第19条

／

同条例

同条例 第2()条

／

旅費条例
第擬

旅費条例第27条

第2項 ／〆
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ウ公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃

船賃又は車賃を要する場合で，その実費額が当該旅行において支給され

る日当の額の2分の1に相当する額を超えるときはその超える部分の金

額に相当する額の鉄道賃，船賃又は車賃を支給する。

【イメージ図】

~L
、〆

凧

ア且。Ｌ
剛

唖
し
腿

B

、
ノ

旅費支給あり (A･B･C･E) /支給なし(D) ミ ノ

旅費取扱規程第7参／(8) 日額旅費

研修，講習その他これらに類する目的のため旅行（宿泊を伴うもの）する

職員が研修地に滞在するために必要な旅費で，研修開始日から研修終了日の

前日までの期間について定額が支給される。

(9)旅費の調整

任命権者は，旅行者が公用の交通機関，宿泊施設等を利用して旅行した場合

その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上条例の規定に

よる旅費を支給した場合には，不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要と

しない旅費を支給することとなる場合においては，その実費を超えることとな

る部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

ア 日帰り旅行における宿泊料調整

（ｱ）支給要件

次の要件に該当する場合について支給するものとする。鉄道旅行など

の場合で証明書が得難い場合は，所属長の証明書でも差し支えない。

・日帰り旅行で，業務の都合により午後9時以降に帰庁するもの。

・航空券の搭乗券，搭乗半券， ご搭乗案内，領収書などにより帰庁時

刻が判明できるもの。

（ｲ）支給額

日当定額の2分の1に相当する額（宿泊料の調整）

（ｳ）支給方法

旅行命令権者は，旅行者が帰庁後に提出した証明書類を確認し，旅行

命令簿に添付の上，精算払いとすること。

（ｴ）庶務課及び教職員課への協議については不要とする。

イ宿泊を伴う旅費の調整

調整の基準となる 「実費額」は「宿泊料十路程に応じた日当相当額」 と

する。

（ｱ）宿泊料

a 宿泊料の料金設定が1泊2食の場合はその額。

第40条
／

旅費条例
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3－4旅 費

b l泊2食の場合で,素泊まり料金と食事料金の内訳がわかる場合は

素泊まり料金十食事料金2食分。ただし， 1食の食事料金が日当定額

の2分の1を超えるときは，その1食の食事料金は日当定額の2分の

1に相当する額とする。

c 宿泊料の料金設定が素泊まり料金又は1食付き料金の場合は2食付

きとなるまで， 1食につき日当定額の2分の1に相当する額を当該料

金に加算するほか, (a)及び(b)に準ずる。

（ｲ） 路程に応じた日当相当額

県外旅行 片道の路程100km以上 定額

100km未満 定額の2分の1

県内旅行 片道の路程100km以上 定額の2分の1

100km未満 加算しない

ウパック商品により旅行する場合の旅費の調整

旅行会社等が航空機･ JR等の交通費と宿泊料をセットし割安な価格で

販売するパック商品により旅行する場合は，旅行実費が旅費規定額を大き

く下回る場合も生じるため，交通費及び宿泊料を下記の方法により計算し

た額とみなし規定額をみなし実費額に減額調整する。なお申出にはパック

料金の額を確認できる書類の提出を要する。

調整後のみなし交通費

（円未満四捨五入）

調整後のみなし宿泊料

※パック料金に夕・

定額より一食につき

は一食につき1, 100

パック料金
×交通費規定額二＝二

交通費規定額十宿泊料規定額

＝ パック料金一調整後のみなし交通費

朝食代が含まれていない場合の「調整後のみなし交通費」は，宿泊料規

1, 100円（日当半額）を差し引いて計算し， 「調整後のみなし宿泊料」

円（日当半額）加算して計算する。

エ自宅等に宿泊する場合の旅費の調整 旅費取扱規程第10条

／
職員が， 自ら所有し，若しくは借り受けている住宅に宿泊するとき又は

当該職員以外の者が所有し，若しくは借り受けている住宅に宿泊する場合

において,宿泊のために支払うべき料金が不要であると認められるときは，

宿泊料定額の4分の1に相当する額を支給する。
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’公用の施設一覧

施 設

＊

所 在 地 置｜ 設 者 ’’ 名

青年の家

国立能登青少年交流の家

石川県立白山青年の家

里山自然学校大杉みどりの里

能美市根上青年の家

金沢市キゴ山ふれあいの里

少年自然の家

石川県立白山ろく少年自然の家

石川県立鹿島少年自然の家

石川県立能登少年自然の家

金沢市キゴ山少年自然の家

小松市立少年自然の家

その他

西俣自然教室

医王山スポーツセンター

石川県青少年総合研修センター

竹の浦館

(独)国立青少年教育振興機構

石川県

小松市

能美市

金沢市

羽咋市柴垣町14字5番6号

白山市八幡町戌142

小松市大杉町イ98

能美市道林町ハ161

金沢市小豆沢町ヲ4

石川県

ノノ

〃

金沢市

小松市

白山市瀬戸ワ29

鹿島郡中能登町高畠原山分ハ1

鳳珠郡能登町字九里川尻16字20

金沢市平等本町力13-1

小松市大杉町イ98

小松市

石川県体育協会

石川県

NPO法人竹の浦夢創塾

小松市西俣町二301

金沢市田島町よ27甲

金沢市常盤町212-1

加賀市大聖寺瀬越町19-1

※青少年向けキャンプ場その他の場所に設営された野外キャンプは公用の施設とみなす。

費のキャンセル

給に係る運用の

直しについて

28. 10.6庶務課）

／

費条例第3条第5項

／

旅

支

見

佃

(10)旅費のキャンセル料について

公務により変更を命ぜられた場合のキャンセル料は，旅費条例第3条第

5項に準じて支給される。公務以外の理由であっても，交通機関によるも

のや，親族の葬儀等やむを得ない事情がある場合は， キャンセル料を支給

できる。ただし，証明できる書類が必要となる。

旅行命令に従わない旅行をしている場合， キャンセル料は支給しない。 旅

公務以外キャンセル料の

発生要因
公務

J熟｜~~~~~~~~
渋滞等)その他やむを得ない事情交通機関(運休，

証明できれば支給支給支給の有無

(11） 自家用車の公務使用について

市町の条例により自家用車の公務使用を規定した市町に限り，条件を満たす

場合には，旅行において自家用車を使用することができる。

なお，公務に自家用車を使用する場合は， あらかじめ学校長に公務に使

用する自家用車の届出をしなければならない。また， 出張に際しては使用

承認申出書を学校長に提出し，承認を得なければならない。

自家用車を公務に使用しての旅行は，全路程を通算し(km未満切り捨て）

1kmにつき28円を支給する。
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旅費事務の流れ（小松教育事務所管内の場合）

他の教育事務所管内については旅費巻末表を参照し読み替える。

精算払いの場合

(ｱ） 7日まで（土・ 日 ・祝日の場合はその直前の平日）に前月旅行分の旅

費計算書を旅費集計表添付の上，教育事務所に提出する。

(ｲ) 21日(金融機関休業日の場合，直後の営業日）に資金前渡職員口座に入

金されるので，必ずその日に払い出し職員に支給する。

(ｳ）その月の末日まで（土・ 日・祝日を除く）に，旅費領収書を教育事務

所に提出する。

概算払いの場合（奥能登教育事務所は基本的に取扱なし）

(ｱ）出発日の10日前までに旅費計算書を教育事務所に提出する。

(ｲ）出発日の前日 （土・ 日 ・祝日の場合はその直前の平日）に資金前渡職

員口座に入金されるので，必ずその日に払い出し職員に支給する。

(ｳ）支給日後5日以内（士・日・祝日を除く）に旅費領収書を教育事務所

に提出する。

(ｴ）旅行終了後速やかに旅費の支給額と精算額の差額が0円であったこと

を確認し，所属長に旅行命令簿の所定欄に確認印を押してもらう。精算

の結果過払いがあった場合には，返納の告知から1週間以内に過払い金

を返納させなければならない。

〃

※

ア

ーＩ

イ

／
〔_→

｜繍
奥能登 中能登 金沢 小松

○ ○

○

○

l～4日 5日 5日 7日

条

条

４

８

１

第

条例第 /／

目l l

精算旅費

支出内訳書

旅費計算荷支出調書添
旅費集計表

旅費計算書締切日

旅費計算書

添 付

21日(休業日

の場合直後の

営業日）

旅費支給日 給料日 給料日 月末

旅費領収書

添 付

前渡資金

精算報告書
○○ ○

概算旅費 奥能誉 中能替

○~
金沢 小松

○ 添付a添付の

支出内訳書

支出調書

旅費計算書

添 付 概算旅費

な し 必要なし旅費領収耆

添 付

前渡資金

精算報告書
○ ○

※注意事項
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旅行命令簿。計算書についてア

･学校名が記入してあるか確認する。

･旅行命令（依頼）簿は，旅行者ごとに分けて記入する。

･発令月日順に記入する。

･同一経路を往復する場合で用務地が2か所以上の場合の運賃は，全路程

を通算し金額を計算する。

･用務内容及び用務地欄は具体的に記入してあるか確認する。

学校日誌出勤簿，復命書の記載と一致しているか確認する。

金額の訂正は，必ず複線で消し訂正印を押し，上部に正しい金額を記入

する。ただし，概算額，精算額，追給額，返納額欄は訂正できない。

一般旅費，赴任旅費，指定研修旅費，初任者研修旅費，学校指導課旅費

の旅費計算書はそれぞれ別葉にする。

旅費計算書の添付文書についてイ

･支出調書・支出内訳書は，県費負担教職員及び初任者研修旅費別に提出

する。

奥能登教育事務所管内は支出内訳書を一般旅費，教員総合研修センター

旅費，指定研修旅費，初任者研修旅費（特学新任含む） ，赴任旅費，初

任者研修旅費（栄養教諭・職員）等に分ける。

･金沢教育事務所管内は支出調書を一般旅費，教員総合研修センター旅

費，初任者研修旅費，指定研修旅費，赴任旅費に分ける。

･小松教育事務所管内は旅費集計表に一般旅費，指定研修旅費別に1人ず

つの金額を記載し，初任者研修旅費は別葉にする。

修学旅行，合宿，遠足の計算について

･有料道路料金，拝観料，入場料，心づけ及び旅行保険など，交通費並び

に宿泊料以外の経費については，旅費計算の対象とならない。

･宿泊実費額（1泊2食）が定額を超える時は定額となる。なお， 1泊朝

食のみで夕食を別の場所でとる場合は，定額を超えない範囲で宿泊実費
、

額（1泊1食）に日当定額の2分の‘1が加算されたものとなる。

･中学校の修学旅行等で団体割引の証明がある場合は添付する。

・小松教育事務所管内はバス会社等のバス代証明書，学校長の運賃等

の証明書，合宿の内訳調書，修学旅行については宿泊費のわかる請

求書等を添付する。

ウ
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(13)赴任に伴う旅費

赴任に伴い住所又は居所を移転した場合に支給される旅費で，以下のもの

が支給される。なお，旅行命令及び旅費支給は，新所属所で行う。

・交通費， 日当，宿泊料

・移転料

・着後手当

・扶養親族移転料

扶養親族とは，職員の配偶者（事実上婚姻関係含） ，子，父母，孫，祖

父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているもの

をいう。

新採職員の赴任については，特別な事情がある場合を除いて支給しない。

（例外：国又は他の都道府県の職員より引き続いて県職員となった場合）
．． 、‐ 、〆

ア交通費， 日当，宿泊料

普通旅費の計算方法による。

イ移転料

赴任に伴う居住所の移転が行われた際に支給される旅費である。移転料

は本人分が定額の2分の1，扶養親族分が2分の1として定められており，

本人，扶養親族ともに移転した場合に定額の全額が支給される。

（ｱ）支給要件

赴任に伴う居住所の移転があること。ただし，在勤地内及び在勤地以

外の同一地域内における赴任については移転料を支給しない。

（ｲ）支給対象区域（‐------~の部分が支給される）

赴任に伴う現実の移転の路程が， 旧在勤地から新在勤地までの路程に

満たないときは，その現実の路程に応じて支給する。

新住所 新在勤地 旧在勤地

△ ○ ●

旅費条例第7条

同条例 第30条／／

旅費取扱規程第9条

／

旅費条例第22条

／

旅費取扱規程

第10条

／旧住所

▲

新住所 旧住所

△ ▲

旧在勤地

●

新在勤地

○

移転の事実を証明するもの（住民票の写し又は前任校の校長の在職証

明）を添付する。

(ｳ）支給額

旧在勤地から新在勤地までの路程に応じて次の額を支給する。

50～

100km

未満

100~

300km

未満

300～

500km

未満

500～

1,000km

未満

1,000~

1,500km

未満

1,500~

2,000km

未満

50km 2,000km

以上未満

9級以下 | 107,000 1 123,000 1 152,000 1 187,000 1 248,000 1 261,000 1 279,000 1 324,000
a 本人のみ移転の場合 上記表の2分の1の額

b扶養親族を随伴する場合上記表の額

3-127



3－4旅 費

ウ着後手当

着後手当は，赴任により新居住地に着任してからの諸経費にあてる

もので，定額により支給する。

(ｱ）支給要件

赴任に伴う居住所の移転があること。在勤地内及び在勤地以外の同旅

一地域における赴任にあっては支給しない

(ｲ）支給額

2日当2宿泊料を支給する。ただし，赴任の際に，新住居以外に宿同

泊を要した場合は，宿泊数に応じた日当及び宿泊料を支給する （5日

当5宿泊料を限度とする） 。~

~／

費条例第23条

第24条
一／

条例

扶養親族移転料エ

扶養親族移転料は，職員の赴任に伴って家族も移転する場合， これに

要する費用にあてるためのものである。

(ｱ）支給要件

赴任に伴う扶養親族の移転があること。在勤地内及び在勤地以外の

同一地域における赴任については，支給しない。

(ｲ）支給額

赴任の際，扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の路

程に応じて扶養親族1人ごとに年齢に従って算出される額の合計額が

支給される。

扶養親族であるか否かは，赴任の時点（転任の発令された日）によ

る。ただし，移転までの間に死亡した場合その分は支給されない。年

齢は移転時における年齢をいい，赴任の時点において，胎児であった

もの（3か月以上)も扶養親族とみなす。

日当，宿泊料，食卓料，着後手当の額を計算する場合， 円未満の端

数は切り捨てる。

12歳以上| 6～12歳未満| 6歳未満（胎児を含む）区 分

3人以上を随伴のときにのみ，

その2人を超える者ごとにl/2
鉄道賃及び船賃 全額 l/2

車賃及び航空賃

日当，宿泊料及び食卓料

着後手当

なし

1/3

1/3

全額

2/3

2/3

唯
一
蝿
一
蛇
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い
’
心

普通旅費・ 日額旅費早見表(R2.4. 1～）

の 他 ’支 給 条 件 そ給料の号給に関係なく （知事・副知事以外）分区

･赴任旅費一赴任に伴う住所移転時

･割引運賃（有効期間に注意）

名古屋往復割引きつぷ

加賀温泉 11,520円

小松 12,250円

金沢 ~ 13,200円

七尾･和倉温泉 16,700円

県内旅行一片道100km以上

県外旅行一片道100km未満

爵
1, 100円

、Iナ

ヨ
■

■

一

獺
県外旅行一片道100km以上2,200円

さいたま市，東京特別区，千葉市，横浜市，川崎市，

相模原市，名古屋市，京都市，大阪市，堺市，

神戸市，広島市，福岡市

上記以外

自宅，知人宅等に宿泊した場合(1/4）

国及び地方公共団体が主催又は共催する，

引き続き二日以上にわたって行う研修，講習

その他これらに類する目的のため宿泊する場合

10,900円甲地

宿泊料

9,800円

2,450円
乙地

6,900円

6,210円

5,520円

6,210円

5,520円

研修開始の日か～30日
ら

研修終了蝿前日にまでの日数

31日～

61日～

額 60日
画
■
一

い
Ｉ
岸
画
④ 乗車に要する運賃（列車又は列車と連絡船を片道600kmを越える区間を往復する場合，往路復路それぞれl割引-10円未満切り捨て）径

員運

シーズン別指定席特急料金

繁忙期（200円増し） 閑散期（200円引き）

3月21日～4月5日, 4月28日～5月6日, 1月16日～2月末日, 6月, 9月，

7月21日～8月31日, 12月25日～1月10日 11月1日～12月20日の月～木曜日

祝日とその前日及び振替休日除く

特別急行列車を運行する路線による旅行で片道50km以上のもの

（新幹線と在来線を乗り継ぐとき在来線の特急料金が半額割引）鉄

A特急料金適用の場合（通常期） ※B特急料金は時刻表参照

~100km ～150kml～200km ～300km ～400km ～600km1 601km~601km~~400km ～600km~300km~150kml～200km

特急料令

道

l,730円| 2,390円 3,490円 3,830円2,730円 2,950円| 3, 170円

~200km 201km~~50km l～100km ～150km径
員

普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50km以上のもの急行料金 ｜
1, 100円 1,320円1,000円760円560円

普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50km以上のものに該当する場合に限り支給する。

乗車に要する運賃（バス・ JRでの経済的な方法により旅行した運賃）

自家用車を公務に使用した場合，全路程を通算し，走行距離1kmにつき28円（市町条例に自家用車の公務使用を規定した市町に限る）を支給す
る。ただし，県内1日300km以内とする。 （加賀市は450km以内で福井県も可，小松市は県内450km以内可， 白山市は300km以内であれば富山県と
福井県も可，金沢市は遠足の予察に限り県外可，珠洲市・能登町・穴水町・輪島市は県内400km可）

座席指定料金

賃
●

ﾉ、 ス

賃車



3－4旅 費

自家用車公務使用承認申請書兼運行日誌様式第2号

(職）（ 年度） （使用者）

校長印使用を

必要と

する事由

使用経路用 務 先
■■■■■■■■■■●■■■●■●●■■■■■■■■■自叩■■ ■●｡｡｡■■■■■■■■■旬■‐

用務内容

同乗

者印
運転

者印使用日時
承認 不承認使用車両

１

３

５

２

４

時 分曜

、

曜

月 日

時 分月 日

１

３

５

２

４

時 分浬

聖

口

Ⅱ

章

へ

姉

凹

Ⅱ

〆

月 日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

時 分月 日

’
１

３

５

２

４

時 分曜

一

曜

月 日

時 分月 日

１

３

５

２

４

時 分曜

》

曜

（

月 日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

時 分月 日

１

３

５

２

４

時 分曜

一

曜

月 日

~~

時 分月 日

２

４

１

３

５

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日

１

３

５

ｏ

色

４

註

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日

旬

乙

４

牡

１

３

５

時 分麗

濯

Ⅱ

一

Ｉ

月 日

時 分月 日

１

３

５

口

乙

刈

誰

時 分擢

憩

Ⅱ

一

Ｉ

~

月 日

時 分月 日

~
２

４

１

３

５

時 分濯

／

濯

１

１

へ

Ｄ

Ｉ

Ｉ

~

月 日

時 分月 日

※校長は､使用を必要とする理由に合致し､承認基準のすべてを満たすものに限り、自家用車の公務使用を承認するものとする。

◇使用を必要とする理由◇
1 災害の発生等により緊急を要する場合。
3交通機関の利用により公務能率が著しく低下する場合。
5 その他校長が公務の遂行上特に必要と認めた場合。

2 交通機関の利用が困難又は不便であるため。
4携行品が多量にあり交通機関の利用に適さない場合。

◆承認基準◆

ア~公用車を使用することができないこと。
イ．過去1年以内に交通法規に違反して、行政処分又は刑事処分を受けた事実がないこと。
ウ．心身の状態に異常が認められないこと。
エ． 自家用車の整備状況が良好であること。
オ．対人無制限、対物500万円以上の保険契約が締結されていること。
力・用務地が県内であり、 1日の運転時間が5時間を超えないこと、かつ、走行距離が300kmを超えないこと。
（ただし、災害の発生等により緊急を要する場合又は目的地までの片道の走行距離が150kmを超えないバス遠足の予察の業務
に従事する場合を除く。 ）

キ．用務地まで片道1km以上であること。
ク．用務内容が専ら運転でないこと。

ケ．往復の行程が合理的な経路であること。
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出張命令簿兼復命
聿
冒 四

ｌ
心

金沢市教育委員会教育長様

（ 年度） (氏名）(職）

復命出張命令 爵
務 先
棒

周
用

校長印本人印内容及び所感出張日時旅費 方法出張日時校長印 教頭印

蝿時 分公

自

他

曜

》

曜

へ

月 日１

２

３

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分曜

）

曜

｛

公

自

他

月 日
「

１

入

の

ノ

ー

、

ぺ

〕

時 分雷

濯

ｎ

日

”

一

ｎ

Ｈ

Ｆ

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分公

自

他

曜

》

曜

へ

月 日１

２

３

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分公

自

他

曜

）

曜

（

月 日１

２

３

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分日 日い
Ｉ
昌
四
］

時 分曜

一

曜

公

自

他

月 日
１

１

、

／

］

ヘ

ペ

リ

時 分雷

程

３

－

日

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分公

自

他

曜

》

曜

へ

月 日１

２

３

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分公

自

他

曜

》

曜

へ

月 日１

２

３

時 分曜

》

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分曜

一

曜

公

自

他

日 日ノ~』１

２

３

時 分曜

一

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分月 日

時 分濯

窪

日

一

日

公

自

他

月 日１

２

３

時 分曜

〕

曜

へ

月 日

時 分月 日時 分月 日

※泊を伴う出張の場合など必要に応じ､別途出張復命書を提出すること※旅費→ 1 有、 2 無、 3 別途支給
※方法→公公共交通機関利用、 自 自家用車公務使用、他その他



3－4旅 費

自家用車公務使用承認申出吾
年 月 日

能美市立 学校長様

④氏名職

F記のとおり、 自家用車を公務使用したく承認を申し出ます。

年 月 日 時 分年 月 日 時 分～時
一
名
一
先

使
一
用
一
用

用 日

件

務

〔 〕 災害の発生等緊急を要する場合

〔 〕 交通機関の利用が困難または不便である場合

〔 〕 交通機関の利用により公務能率が著しく低下する場合

〔 〕 携行品が多量にあり交通機関の利用に適さない場合

〔 〕 その他校長が特に必要と認めた場合

〔出発地〕学校 学校〔帰着地〕

自宅一〉 ｜出張先｜ －〉 自宅

自家用車公務使用届出書に記載のとおり

無 ・ 有 職 氏名

職 氏名

職 氏名

使
と
／
‐
、

用を必

する琿

該当に○

要
由
、
』

使 用 経路

使用車両登録番号

④
⑳
⑳

同乗者の有無

復 命
聿
冒

年 月 日

⑳

能美市立 学校長様

職 氏名

能美市立学校管理運営規則第32条第4項により、下記のとおり復命いたします。

（申出書記入の場合は上記の2． 3の記載を省略することができる）

年 月 日 時 分年 月 日 時 分～1.出張年月日

2.出張用件名

3.出張用務先

1.慨 要

[嵯墹 妻|州張先|上
学校( km)

自宅( km) (

自家用車 同乗 公共交通機関

無 ・ 有（支給団体名

km)学校
５
旅
行
方
法

[帰着経 路

合計（ km)km) 自宅

その他（ ）交通手段

）途支給6.別
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3－5福利厚生

1 共済組合・互助会

(1)共済組合とは

公立学校共済組合は，昭和37年12月1日施行の地方公務員等共済組合法に基づいて設立された

特殊法人で，本部が東京にあり，支部が各都道府県教育委員会にある。

共済制度は，相互救済によって，組合員とその家族の生活の安定と福祉の向上を目的とした社会

保障制度で， この目的を達成するため短期給付，長期給付及び福祉の事業を行っている。

内 容概 要事業名

療養費，出産費，埋葬料,傷病手当金，育児

休業手当金,介護休業手当金，出産手当金，

休業手当金,弔慰金,災害見舞金等

組合員や家族が病気やケガをしたり，災

害にあったり，出産や，死亡したときに

必要な給付を行う。

組合員の退職後の生活や，死亡した時に

残された家族の生活を保障するために給

付を行う。

組合員と家族の生活の安定と，福祉の向

上を図るために保健・貸付・宿泊・医

療・住宅の事業を行う。

短期給付

(退職共済年金）

(障害共済年金）

(遺族共済年金）等

老齢厚生年金

障害厚生年金

遺族厚生年金

長期給付

人間ドック・健康ポイント付与事業・メン

タルサポート事業・健康管理セミナー事業

等の保健事業,住宅，一般,教育等の資金貸

付,宿泊施設や病院の経営等

福~ 祉

(2)互助会とは

一般財団法人石川県教職員互助会は，石川県における教職員及び教育関係事業に従事する者等に

対する福利厚生事業を実施し，福祉の増進を図るとともに，本県における教育文化の振興に寄与す

ることを目的として，昭和37年6月1日に任意団体として設立された。その後，昭和46年10月

1日に「石川県職員の互助会に関する条例」が制定され，昭和47年1月1日に「財団法人石川県

教職員互助会」 として法人格を取得し， 国の公益法人制度改革に伴い，平成25年4月1日に「一

般財団法人石川県教職員互助会」に移行した。

事務局は石川県教育委員会内におき，主として次のような事業を実施している。

内 査一一~一一概 要事業名

生涯生活設計セミナー,<健康管理事碧研修
・逓当

旅行及び施設利用（美術館，水族館，動物

生活の充実と福祉の向上を目的として行

う。
厚 生

ンフルエンザ予防園，プール，山の家等）

接種助成等

，

結婚祝品,入学卒業祝品等福祉給付｜祝事の給付を行う。

医療補助金，出産補助金,死亡弔慰金，災害

見舞金等

医療費の補助，出産・死亡等の給付を行

う。
短期給付

長期給付 会員が資格を喪失したとき給付を行う。 ｜退職給付金
子育て支援，生活，自動車購入,教育,結婚，

住宅,特別住宅,通勤手当貸付

1年契約の団体生命保険

会員が資金を必要とするとき行う。
貸 付

家族の生活を保障会員が死亡したとき，

する。

退職後の健康と生活‘

律うき（退職互助部ﾀ苧~(退職互助部ﾀ『~

育英 ・

生活年金

医療給付金,退会給付金

と諭爾、医療互助‘
~
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3 5 福利厚生

共済組合と互助会では各種事業・手続き等への理解を図るため，各ホームページ上で事業等の周

知を行っている。

なお，事業・手続きの改定については，通知文書， リーフレット 「福利いしかわ」等での確認が

必要である。

(3)資格について

ィ釧鮒柵惚,織鱒偽は鰍W漁［共済組合］

公立学校7鱈ぎの常勤の教職員や育休代替の任期付講師・臨時的任用講師等に任用されたとき，そ

の日から公立学校共済組合の組合員の資格を取得する。常勤の教職員においては退職死亡の翌日

及び他の共済組合の組合員になった日に資格を失い，任期付講師等においては任用期間終了の翌日

禰胞に資格を失う。

提出書類（新規採用者の場合）

・異動報告書 （共済支部HPよりタ÷ｳﾝﾛｰﾄﾞも可）

・資格取得届書 （ 〃 ）

個人番号串告書 ／ 、『『

、

・年金加入期間等報告書 （ 〃 ）

・履歴書（採用時任命権者へ提出するもの）の写

・基礎年金番号が分かるものの写

なお，組合員資格の取得・喪失に伴う提出書類は被扶養者がいる場合等それぞれのケースにより

異麓鱈…〆徹釧岬蝿｡鯛偽棚榊應州錘w､典~夛儲総E剰恥火
公立学校の教職員轌鱈＝とき，その日から互助会の会員と-ﾗ裳‐り，退職，死亡又は退会した
ロ／ハコョロ｝ア塗f汝去＞ff三二、
l l v-ノエ乙HWー星'rロー己・ノ、ノ

△）声準､-斗二プ

ロW－L膳ソ ′Uo
＠口

爪は．

提出書類（新規採用

・資格取得届書

・共済組合・互助会

も可）

）

(4)掛金と負担金

［共済組合］

共済組合の行う事業の主な財源は，組合員から徴収する掛金と，地方公共団体等が納付する負担

金からなっている。

掛金は，標準報酬月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ掛金率を乗じて算定され，給料及び期

末手当等から徴収される。

また， 40歳以上65歳未満の組合員は介護保険制度による保険料も介護掛金として徴収される。

給与明細書にはそれぞれ共済厚生年金，共済退職等年金，共済短期，共済介護と表示される。

［互助会］

互助会の行う事業は,会員の掛金で運営される。

掛金は給料の月額に掛金率を乗じた額が給料から控除され，給与明細書にはそれぞれ互助会長期

互助会短期と表示される。

3 134J



3－5 福利厚生

(5)被扶養者の認定

共済組合では，被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族について給付を行って

いる。 この扶養家族を「被扶養者」 と呼ぶ。

提出書類（扶養手当受給者の場合）

・被扶養者の認定申告書 （共済支部HPよりタ､ｳﾝﾛｰﾄﾞも可）

・扶養手当申請における証拠書類の写

（扶養手当非支給の被扶養者の場合上記以外の書類も必要）

・住民票（国内居住要件の確認）

被扶養者の認定条件は下表の「共済組合の被扶養者」欄のとおり。扶養手当及び扶養控除の認定

条件とそれぞれ異なるので留意する。

各法上の扶養親族の区別と手続き一覧

給与所得者の扶養控除扶養手当、｜ 共済組合の被扶養者
所得者と生計を一にする

○配偶者

○六親等内の血族と三親等内

の姻族

※扶養手当の有無とは特にか

かわりはない

他に生計の途がなく，主とし

てその職員の扶養を受けてい

る者

①配偶者

②子，父母，孫，祖父母，弟

妹（血族）

③重度心身障害者

④②のうち子，孫，弟妹につ

いては22歳以下（3月31

日まで） ，父母，祖父母に

ついては60歳以上

主として組合員の収入により

生計を維持する

○配偶者，子，父母，孫，祖

父母，兄弟姉妹

○同一世帯に属する三親等内

の親族（血族姻族とも）

※普通認定（扶養手当受給

者）

特別認定（上記以外）

※75歳以上の者は後期高齢

者医療制度に加入するた

め，共済組合への加入資格

を失う。

範

囲

その年の所得の見積額が48

万円以下

①給与所得のみの場合

その年の収入が103万円

以下

②公的年金のみの場合

年金額が158万円以下

（65歳未満の人は

108万円以下）

③給与所得以外の所得がある

場合

合計所得金額が48万円以

下

①扶養手当の所得制限に同じ①給与と公的年金のみの収入
（右の①，②） の場合

②障害年金受給者又は60歳 ･ ･ ･年収入130万円未満

以上の公的年金等の受給者②その他の収入（資産，事業

･ ･･年収入180万円未満 など）
…各々の収入から必要経費

を控除した後の額が130

万円未満

この場合の年収入とは，事実が発生した日から向こう1年間

を見積もる。

（例1） 5月 10日に退職し，退職金300万円を受け取った

が， その後の収入が月額6万円の妻

…6月から扶養手当受給， 5月 11 日から共済組合

の被扶養者に該当

（例2） 4月1日から月見込 110,000円のパート勤務を

始めた妻

・ ・ ・4月から扶養手当打切り ， 共済組合被扶養者

取消し

所

得

制

限
※この場合の年収入とは

1月1日～12月31日の

1年間の総収入をいう

※所得とは収入から各種控除（給与所得控除，事業所得控除扶養控除など）後の金額
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3－5福利厚生

被扶養者の認定に関する注意事項

I|’ 重要なことが書かれていますb内容を確認後，保存をお願いしますも

被扶養者としての要件の一つである年間収入（見込み）が，認定基準額以上の場合は取消となりますので常に

収入の確認をお願いしますb

被扶養者の収入が限度額以上となり要件を欠くことになったときは，速やかに届出をしてください。

届出が遅れますとその間にかかった医療費のうち共済組合が負担した7割と附加給付等の給付金全額を一括返

還していただくことになりますので，ご留意願いますb

〔:捌蕊蕪鱒欝唾露震篭撫獺熟忌魏鑿獣‘騨欝加秘］
司被扶養者認定基準額

月額…108,334円未満

’
1

日額…3,612円未満年額…130万円未満

’’ 曜用保険等受給の場合）
’

’く主な取消事由＞

就職先で新たな保険証が交付される場合

アルバイト・パート等の収入が年130万円以上になった場合

アルバイト・パート等の収入が年130万円以上となることが見込まれる場合

･雇用契約書等により月108,334円以上となることが明らかである場合

｜

①

②

③

’

1

1

1 ’
･月108,334円以上となる月が3か月以上続いた場合

手当受給日額が3,612円以上の場合④雇用保険の基本手当受給日額が塾612円以上の場合

⑤その他恒常的収入が認定基準額以上になった場合

く事業，農業，不動産収入，個人年金，株式収入，利子収入等＞

⑥組合員以外に扶養されることとなった場合

⑦両親の収入額の合計が認定基準額以上になった場合

⑧夫婦共同扶養の子について，配偶者の収入のほうが1割以上大きくなった場合

【注意】就職した場合,正規採用の前に試用期間を設けているところがありますが,試用期間の初日から就労を開始

したものとみなしますので初日からの取消となります6

4

』

｜
I

I

資格確認時に ！ |’’

I
毎年行う被扶養者の資格確認の際に,収入の確認書類が必要になりますbいつでも提出できるよう書類は
必ず保管しておいてください。紛失された場合，再交付の手続きをとっていただくことがありますb

毎年行う

必ず保管
~

【確認書類の例】 （共済組合で必要と判断した場合は，下記以外にも書類の提出を求めることがあります）

●給与収入のある方（アルバイト・パート等をしている学生を含む）

…雇用契約書及び毎月の給与明細書の保存を必ずお願いしますb

（所得証明書のみでは収入月額が確認できないため）

●事業農業，不動産収入があり，確定申告をされた方

…確定申告書の控えと収支内訳書の控えの保存を必ずお願いしますb

●株式等の譲渡所得がある方

…取引報告書又は（確定申告している場合）確定申告書の控えと計算明細書の控えの保存を必ずお願いします。

★年金収入のある方（個人年金等）

…個人年金は必要経費等控除することなく支払を受けた年金額を恒常的な収入額としてみます6

改定通知書又は振込通知書の保存を必ずお願いします。

＜組合員証は大切に保管してください＞

組合員証を紛失されますと，共済組合ではキャッシュカードやクレジットカードのように利用制限をかけることはで

きません。警察に紛失届を出す以外防止策がありませんので大切に保管してください。

＜必ず報告してください＞

被扶養者の方が周主する市町等が実施する医療費等助成制度を受給されている場合は,必ず共済組合へ報告してくだ

さい。報告が必要な医療費助成制度には，心身障害者医療費助成，ひとり親家庭助成制度等があります。報告が遅れま

すと給付金の返還が生じる場合もありますので， ご注意ください。
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3－5 福利厚生

(6)死亡したとき

組合員が公務外で死亡したとき，又は被扶養者が死亡したときは， 下記の書類を提出

･埋葬料（同附加金）請求書 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

･死体火（埋）葬許可書(写）

･埋葬に要した費用の領収書（被扶養者がいない場合）

･組合員異動報告書 （共済支部HPよりタゞｳﾝﾛｰﾄﾞ）

･組合員証及び被扶養者証等

･遺族年金の請求書（該当があれば共済組合から書類が送付されてくる）

･医療費関係の書類（同上）

･弔慰金請求書（非常災害の場合）

･家族埋葬料（同附加金）請求書 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

･死体火（埋）葬許可書(写）

･被扶養者証等 ~

･被扶養者取消申告書 （共済支部HPよりタ÷ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

･家族弔慰金請求書（非常災害の場合）

･死亡弔慰金請求書 （互助会HPよりタ､ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

死亡した会員に, 18歳未満の扶養すべき子がいるときは，子の年齢に応

じて, 18歳に達するまでの年齢1歳につき献花料として一定額を給付

･死亡弔慰金請求書 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

本人死亡

口土と
〆、

’
済

組

被扶養者死亡

〈
口

本人死亡

互

配偶者死亡

「氏」を同じく

する親が死亡

子が死亡

助

今
云

(7)結婚したとき

結婚したときは下記の書類を提出

(共済支部HPよりタ．ｳﾝﾛｰﾄﾞ）･組合員証記載事項変更申告書（変更があったとき）

･組合員証（変更があったとき）

･給付金等口座変更届（変更があったとき）

･被扶養者認定申告書（配偶者が被扶養者になる場合）

〃 に係る添付書類

･国民年金第3号被保険者関係届（配偶者が被扶養者になる場合）

･結婚祝品請求書

･戸籍抄本

共

済

組

(共済支部HPよりタ､ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

（ 〃 ）

〈
口

(共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

（共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）
互

(8)転居（住民票を異動） したとき

’~
共

済~
j土
／、

済

(共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

（ 〃 ）

･組合員証記載事項変更申告書

･国民年金被保険者住所変更届（被扶養配偶者が転居した場合）
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3－5 福利厚生

(9)出産したとき

組合員又は被扶養者が出産（妊娠4か月以上の流産，死産，母体保護法による人工中絶を含む）し

たときは，下記の書類を提出

本人出産前 ○産前産後休業掛金免除の申出

・産前産後休業掛金免除申出書 （共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

・産前に係る特別休暇の申請書又は所属所が任命権者に提出する報告書等(写）

・医師の診断書等(写）

○出産費等直接支払制度を利用した場合（共済組合が医療機関等へ支払う）

・出産費・家族出産費等内払金支払依頼書（差額請求．附加金請求）

（共済支部HPよりタ÷ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

・医療機関等発行の出産費用内訳を記した明細書．領収書(写）

・医療機関等発行の直接支払制度を利用する旨の合意文書(写）

＊42万円を超える場合，その超過分を組合員が医療機関へ支払う。

42万円に満たない場合，差額を組合員に給付する。

○出産費等直接支払制度を利用しない場合（組合員が医療機関等へ支払う）

・出産費．出産費附加金請求書 （共済支部HPよりタ､ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

~ ，医師又は助産婦が発行する出生証明書（原本）

・医療機関等発行の直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写）

~･医療機関等発行の出産費用内訳を記した領収．明細書(写）

○産前産後休業掛金免除の申出

、産前産後休業掛金免除変更申出書 （共済支部HPよりタ．ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

・産後に係る特別休暇の申請書又は所属所が任命権者に提出する報告書等(写）

・母子手帳(写）

本人出産後

’ 二比／、、済組
被扶養者出産 ○出産費等直接支払制度を利用した場合（共済組合が医療機関等へ支払う）

・出産費・家族出産費等内払金支払依頼書（差額請求・附加金請求）

（共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

・医療機関等発行の出産費用内訳を記した明細書・領収書(写）

・医療機関等発行の直接支払制度を利用する旨の合意文書(写）

＊42万円を超える場合，その超過分を組合員が医療機関へ支払う。

42万円に満たない場合，差額を組合員に給付する。

○出産費等直接支払制度を利用しない場合（組合員が医療機関等へ支払う）

・家族出産費・家族出産費附加金請求書 （共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

・医師又は助産婦が発行する出生証明書（原本）

・医療機関等発行の直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写）

・医療機関等発行の出産費用の内訳を記した領収・明細書(写）

・被扶養者認定申告書 （共済支部HPよりタ・ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

・被扶養者に係る添付書類（戸籍謄本の写等）
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3－5福利厚生

･出産補助金（本人）請求書

･特別出産補助金請求書（第3子目以上）

･住民票等確認できる書類（ 〃 ）

本人出産 (共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

（互助会ゞ癖皇…溌一さ）
句

互

助 ・出産補助金（配偶者・扶養有）請求書

・出産補助金（配偶者・扶養無）請求書

･特別出産補助金請求書（第3子目以上）

・住民票等確認できる書類（ 〃 ）

配偶者出産 (共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

（ 〃 ）

（互助会一癖-姜鐸芋=樫）
沖

《
云

(10）育児休業をとったとき

組合員が育児休業をとったとき，下記の書類を提出

育児休業手当金請求書(A)様式（月毎に提出）→教育事務所の給与担当者の証明が必要

（休業給付開始月のみ共済互助会ｼｽﾃﾑに入力。共済組合から請求書が送付される。 ）

育児休業等掛金免除申出書（休業時1回提出） （共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

育児休業中の共済組合掛金納入を免除

共
済
組
合

育児休業中の互助会掛金は免除（提出書類なし）互

(11)災害にあったとき

組合員が水震火災その他の非常災害によって住居又は家財に損害を受けたときは，その損害の状

況に応じて災害見舞金（共済組合・互助会）が支給される。

提出書類 ・災害見舞金請求書 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

・罹災状況報告書等 （共済互助会ｼｽﾃﾑｰ様式集より出力）

・災害状況報告書等

※互助会の災害見舞金は共済組合への請求により自動給付

(12)交通事故にあったとき

組合員やその被扶養者が交通事故等の第三者加害行為により負傷した場合の治療費については，

本来，加害者が療養に要する費用を負担するものである。やむをえず，組合員証を使用する場合は

必ず共済組合に連絡し，下記の手続きを取る。

（ｱ)警察へ人身事故として届出

（ｲ）速やかに共済組合へ連絡

（ｳ）共済組合へ事故報告書等を提出

（工）共済組合から加害者へ損害賠償請求を行う。

※組合員証を使用した場合は，共済組合が治療費を負担するのではなく，一時的に立て替え， 後

日被害者に代わって加害者もしくは保険会社に当該治療費を請求することになる。 （損害賠償請

求権の代行取得）

提出書類 ・事故報告書

・事故発生状況報告書

・損害賠償申告書

・自動車損害賠償責任保険等加入状況報告書

・交通事故証明書（自動車安全運転センター等発行）
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(13)病気やけがをしたとき

ア組合員証を使用する診療（共済組合）

ほとんどの場合，組合員や被扶養者が病気やけがをしたときには，組合員証を病院などの窓口

に提出することで， 医療費の一部を負担（医療費の3割，被扶養者で未就学児は2割， 70歳以

上75歳未満の方は2割（ただし，昭和19年4月1日までに生まれた方は1割）又は3割）する

だけで必要な治療が受けることができる。残りの医療費については共済組合から直接医療機関へ

給付される。

組合員証を使用したときは，共済組合への請求手続は特に必要としない。

（ｱ）組合員の場合 ~

a 一部負担金払戻金 ~

自己負担額-25,000円(X) (高額療養費として給付した分を除き, 100円未満切捨て）

（ｲ）被扶養者の場合（家族療養費附加金）

自己負担額-25,000円（※） （高額療養費として給付した分を除き, 100円未満切捨て）

※上位所得者（標準報酬月額530,000円以上）は50，000円

イ高額医療費の窓口負担について（共済組合）

あらかじめ「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」を共済組合へ提出し， 「限度額適用認

定証」の交付を受け医療機関に提示すると，窓口での自己負担は高額療養費の自己負担限度額ま

でとなる。

提出書類 ・公立学校共済組合限度額適用認定申請書 （共済支部HPよりタ．ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

ウ組合員証で受けられない診療

・公務中，通勤途上での病気やけが（ 「2．地方公務員の災害補償制度」参照）

・差額ベッド代

・其准姜塞の土旨壼浄雲↓十イいス病B宇毛RI III=吾謹師浄付けかルきの善用
＝＝一〆回Nヱマー｣1判～些杢､ﾉ ｰ ､ …'6母T〆哩～ﾌ ｸﾏや弓一円淵へ厚蝿.-酢－． 手 一 〆 .一一 、-－ 一幸, .－

・健康診断，予防注射， 虫歯の予防処理

・正常分娩による出産

・妊娠中絶（母体が危険な場合を除く）

・美容整形手術（けがをした後の処置を除く）

・初老期認知症や脳卒中などの老化に伴う病気により介護保険が適用となったとき

・その他の保険外診療

エ共済組合へ提出書類が必要な診療

・旅行中の急病などで組合員証を提示できなかったとき（診療報酬明細書・領収書（共に原本） ）

・組合員資格取得の手続き中で，組合員証が発行されていなかったとき

（ 〃 ）

・保険医療機関のない地域で治療を受けたとき （ 〃 ）

・海外で治療を受けたとき （診療内容明細書，領収明細書，領収書原本）

詳細は共済組合HPを参照

※治療目的のために渡航し，外国で治療を受けた場合は認められない。

・病院などで行われていない次の準医療行為などで，医師が治療上必要と認めたとき

はり ・きゅう ・あんま・マッサージ （医師の同意書・診療報酬領収済明細書）

治療用装具の購入 （装着必要証明書，領収書）
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提出書類 ・上記添付書類

・療養費・一部負担金払戻金請求書又は家族療養費（附加金）請求書

（共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

オ互助会からの医療補助金

（ｱ） 自己負担金補助（※市町等から助成がある場合は給付しない。 ）

医療費の自己負担補助については， ~

a 会員の場合

医療費×3/10公立学校共済組合等一部負担金払戻金相当額-14,000円

(100円未満切捨て, 11,000円を限度に給付）

b被扶養者の場合

医療費×3/10公立学校共済組合等家族療養費附加金相当額-14,000円

(100円未満切捨て, 11,000円を限度に給付）

が給付される。

（ｲ）入院補助

会員又はその被扶養者が入院したときは， 1日につき700円が給付される。

ただし，入院期間180日を限度とする。

提出書類 ． （ｱ)， （ｲ)については必要なし（自動給付）

~共済組合員以外の会員は，医療補助金請求書（互助会HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）及び領収書を要する。

力介護料（互助会）

（ｱ）会員又は会員の配偶者及びその被扶養者である子が入院し，医師の診断により介護が必要と

認められた場合で，同居家族でない介護者を付き添わせ，介護料を支払ったときは，介護料補

助として， 1日につき3，000円（他から補填のあった場合は，その金額を控除）を限度として

給付されるb

（ｲ）会員又は配偶者の被扶養者である父母が，病気により家庭又は医療機関で，家族でない介護

者を付き添わせ，介護料を支払ったときは介護料補助として， 1日につき3，000円（他から補

填のあった場合は，その金額を控除）を限度として給付される。ただし， 1年度内90日を限度

とする。

提出書類 ・医療補助金(介護料)請求書 （共済互助会齢寿☆去り-出寿）

に量絡・介護者の領収書

キ治療費補助（互助会）

マッサージを受けたとき1回1,000会員が病気治療の目的で，はり ・きゅう ・あんま・指圧

付される。ただし， 1年度内10回を限度とする。

書類 ・医療費補助金(治療費補助)請求書

~ ・治療目的の施術であることがわかる施↑

円が給

提出 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

|寸所の領収書（フルネーム）

Iｲ笠燦{雑尭､週I聯
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(14)子どもが小中学校へ入学， 中学校を卒業したとき（夫婦とも会員の場合は両方とも請求可）

会員の子どもが小・中学校へ入学したとき又は中学校を卒業したときは，子ども－人につき入学

祝品として10,000円が給付される。

提出書類 ・入学卒業祝品（小学校入学）請求書 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

・入学卒業祝品（中学校入学）請求書 （ 〃 ）

・入学卒業祝品（中学校卒業）請求書 （ 〃 ）

(15)給料が支給されなくなったとき

共済組合や互助会では公務以外の傷病，出産,育児休業などの事由で休職，休業，欠勤し，給料

の一部又は全部が支給されなくなった組合員や会員のため，次のような給付制度を設けている。

手当金の種類 内 提出書類容

公務外の傷病のため勤務することができ

ない場合において，給料の一部又は全部

が支給されなくなる場合

傷病手当金 傷病手当金請求書

(休業給付開始月のみ共済ｼｽﾃﾑ出

力。共済より請求書が送付され

る。 ）

辻｜育児休業手当金
ハ ｜介護休業手当金

「(10)育児休業をとったときの欄」参照

組合員が家族の介護をするために介護休

業をとり，給料の一部又は全額が支給さ

れなくなった場合

･介護休業手当金請求書

(休業給付開始月のみ共済ｼｽﾃﾑ出

力。共済より請求書が送付され

る。 ）

･休業月の給料明細書の写し

(学校長の原本証明が必要）

･給料減額に係る介護休暇・部

分休業取得整理票の写し ~
済

組

Z、
ロ

出産手当金 組合員が出産のため勤務できず，給料が

支給されなかった場合

出産手当金請求書

（共互ｼｽﾃﾑ塾勢
休業手当金 被扶養者の病気やけが，出産，災害，結

婚，葬祭，看護などで欠勤し給料が支給

されなかった場合

･休業手当金請求書

（共互ｼｽﾃﾑ建割

無給与休職者

見舞金

会員が心身の故障により休職し, ~復職し~ ~

た後に再度の休職を命ぜられ，公的機関

から給付金等が支給されな-令暑ﾃだ÷

き,‐その日か告復職受は“す巻雲で支

給される霧3偽愚‐

無給与休職者見舞金請求書

(互助会から請求書が送付き鈴

る｡｡ )杉ｼ袴か荊坤互

傷病見舞金 重度の傷病を受け退職した場合

業務に従事することはできるが身体が旧

に復しない場合

傷病見舞金請求書

（共互ｼｽﾃﾑより出力）

医師の診断書

助

会 介護休暇給付金 会員が介護休暇の承認を受けた場合

ただし，他から同様の給付を受けている

ときは，その額を控除

介護休暇給付金請求書

（共互ｼｽﾃﾑ様式集より出力）

休暇取得整理表(写）

wIP""'/p一ド）~~~~~
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(16)資金を必要とするとき

共済組合と互助会では資金を必要とする組合員や会員のために貸付制度を設けている。

貸付の種類

ア共済組合

最高限度額貸付事由の要旨貸付種別

組合員が臨時に資金を必要とする場合一般貸付

鋸ﾃfrjg-り-罐
200万円

に資金を必要とする場合

：鰯鍾蓄
特別貸付

ｼｽﾃﾑよ－り出寿。
200万円

舩隅がるｹ日以ｴ課3ｲ孟猟f‘鴎
組合員が自己の用に供ずぢためりう住宅の新築増築，改築，移

築，修理，購入若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入，借入れ

若しくは補修をするため資金を必要とする場合

組合員が自己の用に供している住宅又は敷地が水震火災その他

の非常災害を受け，新築等をするため資金を必要とする場合

組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等をする

ため資金を必要とする場合

組合員被扶養者又は被扶養者でない子，孫若しくは兄弟姉妹

が学校教育法に規定する高等学校， 大学若しくは高等専門学

校，専修学校又は各種学校に入学又は修学するため資金を必要

とする場合

組合員又はその被扶養者が非常災害を受けたため資金を必要と

する場合

組合員，被扶養者又は被扶養者でない配偶者，子，孫，兄弟姉

妹若しくは父母が医療を受けるため資金を必要とする場合

組合員又は子が結婚をするため資金を必要とする場合

住宅貸付

1,800万円

ｼｽﾃﾑより出力．

住宅災害貸付

多久ﾃﾑより出か
1,900万円

介護構造部分貸付

ｼｽﾃﾑより出か
300万円

教育貸付

550万円

Ｔ
》
Ｊ

＋
ノ
山
ｕ
ｌ
ｆ
伝

、
ソ

Ｌ
Ｊ
Ｉ
典
匡
７
吋
人

、
ゴ
ツ

災害貸付

ｼｽﾃﾑよﾀﾚ器寿
200万円

医療貸付

ｼｽﾃﾑより出寿
120万円

結婚貸付

ｼｽﾃﾑより出方一
20()万円

組合員が被扶養者又は被扶養者でない配偶者，子，孫，兄弟姉

妹若しくは父母の葬祭を行うため資金を必要とする場合

組合員，再任用組合員若しくは任意継続組合員が高額医療費の支

給の対象となる療養に係る支払いのため資金を必要とする場合

組合員，再任用組合員若しくは任意継続組合員が出産費又は家

族出産費の支給の対象になる出産にかかる支払いのため資金を

必要とする場合

ただし， 出産費等の直接支払制度を利用するときは，貸付けを

受けることはできない。

葬祭貸付

ｹｽﾃﾑより出プチ
2()()万円

高額医療費

相当額

高額医療貸付

HPよりタミｳﾝﾛｰﾄﾞ

出産貸付

出産費等

相当額

ド旨？-まりタ､ウンロ

（共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

(共済支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

（ 〃 ）

各種貸付申込書及び貸付借用証書

個人情報に関する同意書

借入状況等申告書

貸付種別ごとの添付書類

提出書類
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イ互助会

貸付種別 貸付事由 最高限度額

生活資金

ｼｽﾃ沓去り岳寿

臨時に資金を必要とするとき
100万円

自動車購入資金

~塞燕ﾑよ挫出由

会員が自己の自家用車を購入するため資金を必要とす

るとき
200万円

結婚資令

秘禺誌よ-畦出寿

会員又は会員の子・孫・弟妹が結婚するため資金を必

要とするとき
200万円

教育資金

ヶ升ﾃﾑま-蝶轄

会員又は会員の子・孫・弟妹が高等学校以上の学校に

入学・修学するため資金を必要とするとき
200万円

子育て支援資金

等承ﾑより出冬

会員又は会員の配偶者が，妊娠180日以上経過した後

に出産・育児のために当座の資金を必要とするとき

会員が自宅から勤務先への往復に利用する公共交通機

関の定期券を購入するために臨時の資金を必要とする

とき

会員が自己の住宅を新築，改築，増築，購入，修理又

は住宅の敷地を購入するため資金を必要とするとき

50万円

通勤手当資金

’定期券の購入費用を

限度に7万円以上
HP*-りﾀ堂ｳ粋=+:

住宅資金 50～300万円と5年後

の退職一時金に200万

円を加算した額との

どちらか低い方ｼｽﾃﾑより出尭一

50万円～100万円
特別住宅資金

亭存ﾑより出弓寿

会員が自己の住宅を新築又は購入するため資金を必要

とするとき

提出書類 ･各種貸付申込書及び借用証書 （共済互助会ｼｽﾃﾑより出力）

･貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書 （互助会HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ）

申

縄
の鋪八電f嘘,象ｨ弾月内に
迄鞠, (I勅△ﾉTI到謬､諺韓n章La
程躯p-鉢零）

（互助会HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞも可）

両 （ 〃 ）

会員期間25年に達したとき，互助会より慰労品が給付される。 穆叡p-鉢零）
多提出書類 ・永年勤続慰労品請求書 （互助会HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞも可）

黙撚灘愉｡ ｛ “ ，・永年勤続慰労品調書

(18)退職後の療養について

任意継続組合員制度

退職日前日まで引き続き1年以上組合員であった者が退職時に希望し，退職後2年間まで在職

中とほぼ同様の短期給付を受け，一部の福祉事業を利用することができる制度

提出書類 ・任意継続組合員申出書 （共済組合石川支部HPよりタ、ｳﾝﾛｰﾄﾞ可）

※退職した日から20日以内に申し出て，その組合員に応じた掛金を納入することが必要

(19)退職後の互助制度について
尹言乞毒菫＝正－－

互助会でほ退職後の健康と生活の安定，福祉の向上を目的として，退職互助部を設け，加入した

会員及び配偶者について医療互助事業を実施している。

医療互助事業 了一一

加入した日哩§嘘』皇達すぎ日までの間に病院…治蕊を尋ﾅたときは,医療費の一部が給付
される一~一一一‐

‐ 提出書類 ・医療互助会員資格取得届 （加入希望者に，互助会より郵送）

椥
確
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2地方公務員の災害補償制度

地方公務員の災害補償制度は，地方公務員が公務上の災害（負傷，疾病，障害又は死亡）又は通

勤による災害を受けた場合に， その災害によって生じた身体的損害を使用者である地方公共団体が

その責任において補償し，必要な福祉事業を行い，職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に

寄与することを目的とする制度である。

地方公務員災害補償基金（以下「基金」 という。）は，地方公務員災害補償法に基づき，被災職員

の所属する地方公共団体に代わって災害補償を行う機関として設立された法人で，東京都に本部，

各都道府県及び政令指定都市に支部がある。補償の実施に必要な財源等基金の業務に要する費用は，

各地方公共団体からの負担金で賄われており，石川県支部の事務所は石川県庁内に置かれている。

なお，非常勤職員の場合は地方公務員災害補償法に基づく条例，労働者災害補償保険法，公立学校

の学校医,‐学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の法令により，地方公共団体

等が補償を行う。

(1)公務災害

公務災害として認定されるには,公務とその災害との間に相当因果関係があること(公務起因性）

が必要であり，任命権者の支配管理下にあったかどうか(公務遂行性)が一次的な判断基準となる。

しかし,公務遂行中に生じた負傷であっても，場合によっては公務災害として認められないものも

ある。

ア公務上の負傷

公務上と される もの

通常又は臨時的に割り当てられた職務遂行中の負傷

業務待機中の行為，生理的必要行為，公務達成のための善意行為などの職

務遂行に通常伴う合理的行為中の負傷

分区

職務遂行中

職務遂行に伴

合理的行為

う

中

職務遂行に必要な

準備・後始末行為中
勤務時間の始め又は終わりの点検整備, ~格納，整理などの行為中の負傷

勤務場所において負傷した又は疾病にかかった職員を救助する行為中の負傷

非常災害時において，勤務場所又はその附属施設を防護する行為中の負傷

出張用務そのものを遂行中又は出張のための合理的経路上の負傷

※私的行為中であれば公務外

深夜の出退勤など，特殊な事情のもとにある場合の負傷

救助行為中

防護行為中

出張 ・ 赴任の

期 間 中

通 勤 途 上

レクリエーション

参 加 中
任命権者が企画，立案及び実施・運営したレクリエーション中の負傷

勤務場所又はその付属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属

部局の責めに帰すべき事由による負傷

設備の不完全

管理上の不注意
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公務上 と される もの分区

加害行為と職務行為との間に因果関係が証明されること及び被災職員の側

に重大な挑発行為が存在せず， 「けんか」という私怨状態に陥っていない場

合の負傷

※私的行為が直接原因の場合は公務外

職務遂行に

伴 う 怨 恨

原則としては公務災害とは認められない。ただし，天災地変による災害発

生の危険性が職務に付随している場合は公務上
天 災 地 変

イ公務上の疾病

分 公務上と され~る もの区

負傷による疾病 公務上の負傷に起因する疾病

業務に伴う有害作用の程度がその疾病を発症させる原因となるのに足り，

医学経験則上その疾病特有の症状を呈した場合は,特に反証（私的事由によ

って発病したという証明）のない限り公務上とする

職 業 病

公務に起因することが明らかな疾病他そ の

(2)通勤災害

通勤災害とは，職員が「勤務のため，住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往

復する」ことに起因する災害をいう。

体 的 例区 分 定 義 と 目
／、~

~ ’勤務に就くため又は勤務を終了したことによる,住居と勤務場所との間の往復

勤務のため行為。勤務終了後，勤務場所で長時間にわたる私用の後に帰宅する場合は該当

しない。

生活の本拠として普段住んでいる家屋のほか，勤務の都合その他特別な事情で

設けられた宿泊場所。交通事情天災地変等の事由により自宅以外に一時宿泊

する場合の旅館， ホテル及び避難場所並びに家族が長期入院し看病する必要が

ある場合の病院等は該当

住 居

職務を遂行する場所として明示又は黙示の指定を受けた場所。通常の勤務提供

の場所， レクリエーション（公務災害と認定される場合に限る）の場所は該当

社二 会通念上，住居と勤務場所との間を往復する場合に，一般的に用いると認め

られる経路及び方法。定期券・通勤届による経路， 当日の交通事情によりやむ

を得ず迂回する経路，マイカー通勤者がガソリン補給に立ち寄る経路等は該当

勤務場所

合理的な経路

及び方法

｢逸脱」

｢逸脱」

｢中断」

と 「中断」

通勤とは関係のない目的で合理的な経路からそれること

合理的な経路上において，通勤目的から離れた行為を行うこと

ア
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逸脱又は中断に該当した場合，総務省令で定める下記の事例に該当するものは，合理的な経

路に復した後は通勤とする。

＜主な事例＞

通勤 と する も の

日用品の購入その他これに準ずる行為

○以下の日用品の購入に該当する行為

・パン，米，酒等の飲食料品

．家庭用薬品

・下着， ワイシャツ，背広， オーバー等の衣料品

・石油等の家庭用燃料品

・身の回りの品

・文房具，書籍等

・電球，台所用品等

・子どもの玩具

○日用品の購入に準ずる行為

・独身職員が通勤途中で食事する場合

・クリーニング店に立ち寄る場合

・理髪店，美容院に行く場合

・テレビ，冷蔵庫等の修理を依頼しに行く場合

・税金，光熱水費を支払いに行く場合

・市役所等に住民登録，戸籍抄本等を取りに行く場合

病院又は診療所において診療又は治療を受けること

○診療又は治療を受けることに該当する行為

・人工透析を受けるため病院等に立ち寄る行為

○診療又は治療を受けることに準ずる行為

・接骨，あんま，はり， きゅう等の施術を受けるために

施術所に立ち寄る行為

・家族の見舞いのための病院に立ち寄る行為

選挙権の行使その他これに準ずる行為

○選挙権の行使に該当する行為

・衆議院議員，参議院議員並びに地方公共団体の議員

及び長等の選挙の投票に行く行為

通勤としないもの

○日用品に属さないものの購入

・装飾品，宝石等の著侈品

・テレビ，冷蔵庫， ピアノ， 自動

車，机，たんす等の耐久消費財

・スキー，ゴルフ等のスポーツ用品

○その他の行為

・通勤途中で娯楽等のため麻雀，

ゴルフ練習，ボウリング，料亭

等で飲食等をする場合

・観劇等のため回り道する場合

・同僚の送別会に行く場合

・冠婚葬祭に行く場合
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(3)認定・補償請求

ア休暇の取り扱い

公務・通勤災害と認定された傷病による休暇は特別休暇となる。

イ補償の内容

種 類 補 償 内 容

傷病が治ゆするまでの期間，療養上必要と認められる費用又は現物補償がされ

る。また〉必要に応じて診断書・通院交通費，医師が認めたマッサージ・はり ・きゅ

う，特別な事情のある入院室料,重症時の付添看護の料金等の費用も支給される。

療養補償

療養のため勤務できず給与を受けられないとき， その期間支給される。

平均給与額×100分の60
休業補償

療養開始後1年6か月を経過した日又はその日後において，傷病等級1～3級に

該当するとき， その状態が継続している期間，等級に応じて支給される。

第1～3級平均給与額の313～245日分

傷病補償年金

治ゆしたときに障害が残った場合，

障害補償年金 第1～7級

障害補償一時金第8～14級

障害等級に応じて支給される。

平均給与額の313～131日分

平均給与額の503～56日分

障害補償

｜傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有するものが，補償の事由たる障

害により，常時又は随時介護を受けている場合において，介護を受ける費用を考
介護補償

盧し支給される。 （病院又は診療所への入院と身体障害者療護施設への入所の期間

を除く）
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遺族補償

葬祭補償

福祉事業

年

金

~~~~~~

一

~

時

金

遺族等であって社会通念上葬祭を行うと見られるもの（現実に葬祭を行ろたもの

があるときはその者）に対して下記のいずれか高い方の額が支給される。

315,000円十平均給与額×30日分 平均給与額×60日分

被災職員等の社会復帰の促進又はその援護を図るために，援護金，支援金，給付

金，外科後処置，補装具， リハビリテーション，休養，アフターケア等がある。

公務災害又は通勤災害により死亡したとき，その遺族の「受給資格者」の最

先順位にある遺族が「受給権者」 となり支給される。

遺族補償年金平均給与額の245～153日分
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

遺族補償年金の受給資格者がいないとき又は受給資格者が年金の支給開始

後失権し，他に受給権者がなく，それまでに支給された年金総額が一時金の

額に満たないとき遺族に支給される。

遺族補償一時金平均給与額の1,000～400日分
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＊平均給与額とは，被災職員の1日の給与の平均額を意味する。算定方法はケースに応じて8種

類の計算方法が定められており，個々の事例に応じいくつかの計算方法で算定し，そのうちの最

も有利なものが平均給与額となる。原則として被災日の属する月の前月の末日から起算して過

去3か月間に支払われた給与の総額（期末・勤勉手当を除く。）をその総日数で除して得た金額

をいう。

ウ請求に必要な書類（確認書類）

（ｱ）公務災害

a 負傷によるもの

備 考提出書類

公務災害認定請求書

災害発生現認書又は災害発生報告受理書

診断書

現場見取図

原本（初診日，療養見込期間を明記のこと）

出勤簿（写）

時間外における勤務中の災害の場合

担当外の職務遂行中の災害の場合

出張先及び出張途上の災害の場合

〃 （旅行命令簿によらない簡易なもの）

勤務中であったことを示す書類

職務命令等に関する資料

旅行（出張）命令簿

所属長による外出許可証明

出張における経路図 〃

〃 （公用車の場合）

〃 （自家用車の場合）

第三者の不法行為による災害の場合

公用車作業（運行） 日誌（写）

自家用車公務使用申出書（写）

第三者の行為による災害届

示談書

念書

交通事故証明書

″

’

″

交通事故の災害の場合原本

事故発生状況報告書

時間外勤務命令簿又は宿日直勤務命令簿（写）

勤務時間の割り振りの変更の所属長証明若し

くは職務に従事していたことの所属長証明

校務分掌表

校時表，時間割表

勤務開始及び終了の時刻及び退勤した時刻に

関する資料

〃

時間外の災害の場合（事務職員・栄養職員）

(教育職員）〃

クラブ活動中の災害の場合（学校管理運営計画）

授業中の災害の場合（学校管理運営計画）

公務災害は出勤及び退勤途上の災害の場合

（学校管理運営計画）
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レクリエーションの実施に関する関係規定，決

定書，通知書，実施結果，参加証明等（写）
レクリエーション参加中の災害の場合

訓練の実施に関する関係規定,決定書通知書，

実施結果，参加証明等（写）
訓練参加中の災害の場合

腰部，頸部頚部，膝部に係る調書 腰部，頸部，膝部の負傷の場合（必要に応じて）

辞令（写） 講師（臨任・非常勤）二婦職曇等
事故原因と防止対策 加害者の一方的な過失等による災害は除く

災害の状況によりその他の書類が必要な場合があるため，県教委庶務課福利厚生グループに問

い合わせる。

b 疾病によるもの

※

提出書類 備 考

公務災害認定請求書

災害発生現認書又は災害発生報告受理書

診断書 原本

現場見取図
ノ

健康診断の結果に関する資料 職員健康診断票等

既往病歴に関する資料 〃

過去の勤務病歴に関する資料 ﾉノ

被災前日及び当日の行動に関する資料 書式任意

血液検査 (写）
巳 一■■一一 ■＝ ■ ■ ･両氏P L-、凸■ ←

B及びC型叶灸・梅毒汚染のみ、

辞令（写） 講師（臨任・非常勤)ﾃｰ…員等

※災害の状況によりその他の書類が必要な場合があるため，県教委庶務課福利厚生グループに問

い合わせる。

ウ リ

、
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(ｲ）通勤災害

備 考提出書類

通勤災害認定請求書

災害発生現認書又は災害発生報告受理書

診断書 原本

現場見取図

出勤簿（写）

通勤届

通勤経路図

第三者の不法行為による災害の場合第三者の行為による災害届

示談書 〃

念書 〃

交通事故の災害の場合原本交通事故証明書

事故発生状況報告書 〃

勤務時間を定めた書類 学校管理運営計画

時間外の災害の場合（事務職員・栄養職員）時間外勤務命令簿又は宿日直勤務命令簿（写）

(教育職員）勤務時間の割り振りの変更の所属長証明 〃

クラブ活動終了後の災害の場合(学校管理運営計画）校務分掌表

腰部,頸部,膝部の負傷の場合I必要に応じて）腰部，頸部，膝部に係る調書
ノ

…等講師（臨任､非常勤)芦辞令（写）

※災害の状況によりその他の書類が必要な場合があるため，県教委庶務課福利厚生グループに問

い合わせる。 、

、
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エ認定請求手続きの流れ

上上
にI報 災害が発生したことを直ちに所属長へ連絡する。

↓ できるだけ速やかに医療機関で治療を受ける。その際は，公務（通勤）災

害の手続きをとる予定であることを医療機関に告げ,治療費の請求を待って

もらい，初診日と療養見込期間の入った診断書を1通とること。

※原則として共済組合員証は使用できない。

治 療

受診後速やかに，所属の担当者に災害発生の状況を詳しく説明し， 「公務

（通勤）災害認定請求書」を作成し，診断書，災害発生現認書，その他必要

な書類を添付して，任命権者を経由し基金支部に提出する。

基金支部は，公務災害,通勤災害に該当するかどうかを認定し，その結果

を認定通知書により通知する。

▼

認定請求

基金支部から「公務上の災害」又は「通勤災害該当」の認定通知を受けた

ら，速やかに医療機関に連絡し，同封された「療養補償請求書」に必要な事

項を記入してもらい，所属長を経由して基金支部へ提出する。

~※~医療機関の変更（転医）は個人的理由によるものは認められない。や

むを得ず転医する場合は，あらかじめ「転医届」を基金支部に提出する。

▼

補償請求

傷病が治り次第，必ず「治ゆ報告書」を任命権者を経由して基金支部に提

出する。

※治ゆとは，完全治ゆ（症状の消失）の場合だけでなく，症状固定（も

はや医療効果が期待し得ない状態）の場合も含まれる。この場合，療養

補償は受けられなくなるが，法で定める障害が残っている場合，その程

度に応じ障害補償の対象となる。

▼

治 ゆ
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[認定手続き書類の流れ］

↓
地方公務員

災害補償基金

石川県支部ヨ
被災職員

又は遺族

県教育委員会
＝式

→ ｰ↓
↓
↓

教育事務所所属長

市町教育委員会
▲

T

一．一．一．一．一．一一．－．－－ロー，一一．一一一一‘一』一・一．一一．一一一一』

市町立学校職員の場合

県立学校等職員の場合

市町教育委員会任命職員の場合

一
一
し

オ加害者のいる災害

交通事故や第三者に殴られたなど公務災害，通勤災害には第三者の行為により災害が発生す

る場合がある。

この場合，被災職員は加害者に対する民事上の損害賠償請求権と基金に対する災害補償請求

権を同時に取得することになるが， 重複して支払われないため，次の(ｱ) ， （ｲ)の治療費の支払

い方法のいずれにするかを決定する必要がある。

（ｱ）賠償先行

加害者本人や保険会社（自賠責保険，任意保険）が支払う方法。原因者である加害者が第一

義的に負担すべきもの（原因者負担）であるため，通常はこの方法を原則とする。

（ｲ）補償先行

加害者が不明，加害者が無資力，被災職員の過失が大きく加害者（任意保険等）が希望する

ときなど，やむを得ず基金の補償を先行する場合は，あらかじめ基金支部に申し出る。補償先

行を行うと，基金はその価額の限度において，被災職員に代わって加害者に対する損害賠償請

~ 求権を取得し，それに基づき加害者又は保険会社に損害賠償（治療費）の支払い請求をする（求

償） ことになるので，加害者は損害賠償責任を免れるということにはならない。

（ｳ）示談

示談とは，当該事故に関する法律上の和解にあたり，一般的には損害賠償や慰謝料の金額又

は支払い方法について， 当事者間の話し合いにより解決することをいう。裁判等によって損害

賠償を請求すると，手続きが煩雑であったり，解決まで長期間を要したりすることがあるため，

示談によって解決するのが一般的である。できるだけ迅速な示談解決が望ましいと考えられる

が，損害の程度について十分な見通しが立っていない時期の示談はその後の出費を請求できな

くなるなど，被害者が不利になりがちであるので，傷病が治ゆ（病状固定） し，損害額を確定

させてから示談を行うのがもっとも適切である。

口約束による示談も無効ではないがトラブルの元になるので，示談内容を書面化して明確に

することが必要である。基金が補償先行している場合には，示談書の案文の写しを必ず基金に
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提出し，基金の承認を受けた後に正式示談を締結するようにする。

＜示談書の内容＞

・当事者名

・事故の日時，場所

・事故の状況

・示談の内容（賠償金の内訳を明確にすること）

・賠償金の支払い方法及び時期

・後遺症・再発の取扱い

・基金の補償先行がある場合の取扱い

・作成年月日

※交通事故の場合は，加害車両等の登録番号を明記することが必要

被災職員

求償
第三者

(加害者）

少

基金
号

応償

基金が補償を行った場合（ 〕
(工）災害にあった時に留意すること

加害者（場合により使用者，親権者など）の住所，氏名，職業などを確認す

ること。交通事故であれば， 自賠責及び任意保険会社名・保険証書番号・加

入年月日などを確認すること。

交通事故の場合，加害者は法律によって警察に届け出る義務があるので，事

故としての取扱いを確認すること。

たとえ軽傷と思っても必ず加害者と同行のうえ， 医師の治療を受けること。

災害の概要，事故の措置の内容を電話連絡などにより， 出来るだけ早く報告

すること。

現場状況の記録， 目撃者の確保などをしておくこと。後日，過失割合などが

問題になったときの立証が容易である。

加害者及び

保険加入の確認

届出 ・ 確認

医師の診断

所属長への報告

そ の 他

※詳細については県教委庶務課福利厚生グループに問い合わせる。
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3 年金

(1)公的年金制度の沿革

最初の年金制度は，軍人や官吏等公務員を対象とした恩給制度であった。一般国民を対象とす

る年金制度としては，昭和17年に工場で働く男子労働者を対象とした労働者年金保険が発足し，

その後，昭和19年に女子や事務職員に対象が拡大されるとともに，厚生年金保険と名称が改めら

れた。

昭和34年には官吏を対象とする恩給を統合し，現在の国家公務員共済組合とした。また，地方

公務員については，昭和37年からは地方公務員等共済組合として制度の仕組みが統一された。被

用者以外の農林漁業従事者， 自営業者等については，昭和36年に国民年金が発足し， ここにいわ

ゆる 「国民皆年金」が実現した。

昭和60年には，国民年金を含めた公的年金制度の抜本的な改正が行われた。これまで各公

的年金制度が独自に支給していた基礎的な給付部分を国民年金に統合することで，就業構造

や産業構造の変化に影響されない長期に安定した制度が構築された。 これまで任意加入であ

った専業主婦を強制加入にすることで女性の年金権を確立することなどを目的に，昭和61年

4月から全国民共通の「基礎年金」を支給する制度に公的年金制度が再編成された。

さらに平成24年8月に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部

を改正する法律」が成立し，平成27年10月から被用者年金制度が一元化され，公務員も厚

生年金に加入することとなった。

公的年金制度の沿革（老齢・退職年金）

▼昭和17年8月 ▼昭和19年10月 ▼昭和36年4月 ▼昭和61年4月 ▼平成27年10月厚生年金保険一元化▼大正12年

公
務
員
等 ’

国家公務員共済組合･地方公務員共済組合

（恩給→退職年金）

老齢厚生年金

老齢基礎年金

退聴共済年金

老齢基礎年金

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

’
ｌ

「

ヨ

コ

ー

私立学校教馳員共済組合

（退職年金〉

老齢厚生年金

老齢基礎年金

； 退腫共済年金

： 老齢基礎年金

民

間

被

用

者

被
用
者

私立学校教職員

老齢厚生年金

老齢基礎年金

厚生年金保険

(養老年金一老齢年金）

女子･一般態員
Ｊ
配
色
４
■
“
も
ゅ
Ｂ
ｒ
別男子労働者’

船員保険〈養老年金→老齢年金）(昭和,5年6月) ｜
船員 |厚生年金保険に統合

拠出瓢年金

(昭和36年4月） ｜

’

国民年金(老齢年金) ＃自
営
業
者
等

老齢基礎年金

(鰯蕊:’ 国民年金(老齢福祉年金）

~
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(2)各種年金の種類

公的年金制度は，国民年金と厚生年金保険によって構成されている。

昭和61年4月の改正で，国民年金はその他の公的年金制度の基礎となる年金制度となり， 日本

国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっている。 さらに，民間企

業に勤務する人や公務員等は厚生年金に二重に加入している。

｜
公務員等

』 皇 ﾜｰI
｜

I

〃

自営業者・農業などに

従事する人とその配偶

者・無職。学生等

民間サラリーマンｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ

一1
－

、

ハ退職給付、

厚生年金 ｜

（報酬比例） ’
（~
、

厚生年金 ’一一
厚生年金

｜基礎年金｜

※公務員サラリーマ

可－

， ’
1 ，~

, ｜ (報酬比例部分I額）
ノ、÷‐ ﾋ-了

適用

‐一~

基礎年 藍I

ソなどの綾扶養蝿偶者’ される。国民年金~／
（定額部分)〆

基礎年金1

＝＝三一一一一＝

厚生年金保険の被保険者（加入者）は勤務の形態により， 「一般・国共済・地共済・私学共済」

の4通りに区分され，実施機関も異なる。実施機関ごとにそれぞれの被保険者期間について厚生

年金を決定する。

厚生年金保険の被保険者と実施機関

実施機関

日本年金機構

職種被保険者の種別

民間会社員一般

国家公務員共済組合園家公藩昌~~~ ~ ~ ~国士士二渚
一一 ■ ■夕 守

地方公務員共済組合
（公立学校共済組合等）

日本私立学校振興・共済事業団

地方公務員地共済

私立学校の教職員私学共済

公立の学校教職員が加入するのは， 国民年金及び年金（地方公務員共済組合）の二つの年金制

度となる。

ア国民年金制度

（ｱ）老齢基礎年金

国民年金保険料を10年以上（免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間・合算対象期間

を含む）納めた方が65歳になったときに支給される国民年金制度による年金

（ｲ）障害基礎年金

被保険者が傷病によって，一定程度の障害の状態になった者に対して支給される国民年金

制度による年金

（ｳ）遺族基礎年金

被保険者又は老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき，その者によって生計を維持されて

いた者に支給される国民年金制度による年金
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イ厚生年金制度（共済年金制度）

（ｱ）老齢厚生年金（退職共済年金）

受給要件を満たした組合員が支給開始年齢（65歳）に達したときに支給される共済年金制

度による年金。平成27年9月30日以前に受給権が発生したときには退職共済年金として支

給される。
‐ ． ‐－－ 、二 一_. ‐

受給要件

擦豐
・65歳に達していること

・厚生年金被保険者期間（注1）

・受給資格期間が10年以上であること －－~ ‐‐二一一 ~-~手舂 ~ -一 ~

（ｲ）特別支給の老齢厚生年金

本来，老齢厚生年金は65歳からの支給となっているが，経過措置により61歳から支給さ

れる年金。

支給条件として， 1年以上の厚生年金被保険者期間（注1）を有し，受給資格期間が10年

以上あること。 一 ≦ 一

厚生年金被保険者（一般，国共済，地共済，私学共済）で厚生年金被保険者期間とは，(注1）

あった期間をいう。平成27年10月以前の共済組合の組合員であった期間も含まれる。
~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~

~~~~~~~

生年月日による支給開始年齢区分

r一一一特別支給の老齢厚生年金、 竃
本来支給の年金 三
‐

~｜ ~~~~~~避斗
昭和弱年毎一月2日～

昭和30年4月1日生まれ ’
老齢厚生年金

~老齢基礎年金

給料比例部分

61歳

~~~~ ~~~~~

昭和3()年4月2日～

昭和32年4月1日生まれ
~~

62歳

’
1

｜給料比例部分’
63歳 1

給料比例部分 ~ ？￥,含=＝苧曼言芳

－1 ’ 1~－
64歳 ’

~ ~老齢厚生年金

－－ ~老齢基礎年金
ニーーーーーー~萱＝望

老齢厚生年金

老齢基礎年金

昭和32年4月2日～

昭和34年4月1日生まれ

昭和34年4月2日～

昭和36年4月1日生まれ

昭和36年4月2日～

以降生まれの人

65歳

(ｳ）障害厚生年金（障害共済年金） ~

組合員であった間に初診日がある病気やケガにより一定の障害の状態になったときに支

給されるによる年金｡原則として,平成27年9月30日以前に初診日,認定日があるときには，

障害共済年金として支給される。
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(ｴ）遺族厚生年金（遺族共済年金）

組合員又は元組合員が死亡したときに，その遺族に対して支給される年金。平成27年9月

30日以前に受給権が発生した場合（組合員等が死亡した場合）は遺族共済年金として支給さ

れる。

(3)年金の支給開始年齢

ア老齢基礎年金 支給開始年齢は65歳

イ老齢厚生年金 支給開始年齢は65歳

ウ特別支給の老齢厚生年金（特別支給の退職共済年金）

60歳から65歳前までの間支給。生年月日によって支給開始年齢が異なる。昭和36年4月2

日生まれ以降の人は支給されない。

エ年金の繰り上げ支給

60歳から65歳前までの間に老齢厚生年金，老齢基礎年金を繰り上げ支給することができる。

ただし，請求時の減額率に応じて，年金額が一生減額される。

(4)年金額について

ア老齢基礎年金

老齢基礎年…維鶏は蝋輔弓墓襲皇度水準)｡保険料納付期閲が40年に満た種ぃ
場合は減額される。

イ老齢厚生年金

拝竪詞＝①隣酬比例部分｜ ＋②|経過的加算の額’ 十③伽給年金額｜
ウ特別支給の老齢厚生年金

拝蚕詞＝①|報酬比例部分｜
＜上記の項目の計算方法＞

①報酬比例部分

平均標準報酬月額×厚生年金乗率×被保険者(組合員)期間の月数（平成15年3月までの月数）

＋

平均標準報酬額×厚生年金乗率×被保険者(組合員)期間の月数（平成15年4月以降の月数）

②経過的加算の額

／錘易

ｸ磁伽"

(昔625円 ×組合員期間月数） －

(W9T369円 ×組合員期間のうち，老齢基礎年金の算定基礎となった月数÷ 480月）

③加給年金額

老齢厚生年金を受ける権利を取得した者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者

や18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子，又は20歳未満で障害等級1 ･2級

に該当する障害の状態にある子がいるときは，加給年金額が加算される。
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(5)年金の支給と受領について

年金の支給は，給付事由の生じた月の翌月分からとなる。初回支給分は「支給開始月」から「定

期支給月 （偶数月）の前月」までの期間に対するものになる。

年金は，毎年2, 4, 6, 8, 10, 12月の15日 [ (支給期日）その日が土曜日の場合は14日

に， 日曜日のときは13日〕に，その支給期月の前月までの2か月分が指定の金融機関の口座に振

り込まれる。また，毎年6月と12月には送金案内書が送られる。

(6)年金額の改定

68歳未満の受給者の年金額は，毎年度，一人当たり手取り賃金の伸び率を指標とし，改定が行

われる。 68歳以上の受給者に対しては， マクロ経済スライドによる年金額を調整する方法が導入

されている。賃金や薬価の変動だけで年金額を改定するのではなく年金の給付水準の伸びに現役

世代の保険料負担能力の動きが反映され，公的年金の被保険者数の減少率や平均余命の伸びを反

映する仕組みとなっている。

なお，賃金や物価の変動がマイナスの場合は， この調整は行われず賃金や物価の下落分の年金

額が引き下げられる。

(7)年金から徴収される税金等

ア所得税の源泉徴収

老齢厚生年金は，所得税法上，雑所得として課税され，年金の支給の都度，所得税額を源泉

徴収される。

イ年金からの控除（特別徴収）について

介護保険料， 国民健康保険料（税） ，後期高齢者医療制度の保険料及び個人住民税について

は，市区町村（保険者）からの依頼に基づき，年金から控除し，市区町村へ納付される。 （後

期高齢者医療制度の保険料については本人の選択による。 ）

(8)離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割制度により，婚姻期間中の掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額

相当分を離婚又は婚姻の取消しをした場合に当事者間で分割することができる。 （分割上限2分

の1）

(9)複数の年金を受ける権利を有するとき

ア年金受給権者に他の年金受給権が生じたとき

同一制度，他制度を問わず，原則として二つ以上の年金受給権が生じた場合は，年金受給権

者が選択するいずれか一つの年金が支給され，他の年金の支給は停止（以下「併給調整」 ） さ

れる。
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イ併給調整されている年金への選択替えをしたいとき

現在受けている年金から併給調整されている他方の年金への選択替えは，将来に向かっての

み行うことができる。 この選択替えを行った場合は，現在受けている年金は併給調整される。

(10）再就職したとき

再就職先で加入する年金制度によって手続が異なる。

ア常勤の公務員として再就職したとき

再就職し，共済組合の組合員となった場合，年金と標準報酬月額及び直近1年間の標準賞与

額に応じて

イ公立学校

退職共済年

年金の一部又は全部が支給停止される。 －－－－－~一一一=．

のり鍔となったとき，民間会社等に再就職したとき

金等を受給されている方が，公立学校の嘱託員となり，又は

迩時隅禺任吊

民間会社や私立学校な

年金と標準報酬月額及び過去1年間の賞どに再就職し，次の公的年金制度に加入している場合，年

与の合計額に応じて年金の一部又は全部が支給停止される。

※年金制度の詳細については「教職員の退職前後の手続きガイドブック」 ， ｢退職事務の手引」

を参照
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4勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

(1)勤労者財産形成貯蓄制度の概要

勤労者財産形成貯蓄制度は，勤労者財産形成促進法に基づき，勤労者の貯蓄や持家取得の促進

を目的として，勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う貯蓄である。

単に「財形貯蓄」 ， 「財形」 とも言う。

(2)財形貯蓄の種類

財形貯蓄には一般財形貯蓄，財形年金貯蓄，財形住宅貯蓄の3種類がある。

ア一般財形貯蓄

勤労者が，金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって，給料又は期末勤勉手当

支給時の控除（天引）により，積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のこと。利子に

は課税される。

イ財形年金貯蓄

60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的とする貯蓄。住宅貯蓄とあわ

せて貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかからない。ただし，年金以外の払出しは要件違反

となり， 5年間の遡及課税となる。 （災害，疾病，その他これらに類するやむを得ない理由で，

税務署長の証明を受けた場合に限って払い出すことが認められる。 ）

ウ財形住宅貯蓄

マイホームの新築・購入， リフォームに係る住まいの資金づくりを目的とする貯蓄。年金貯

~蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかからない。ただし，住宅取得， リフォー

ム以外の払出しをすると要件違反となり， 5年間の遡及課税となる。

(3)貯蓄制度の内容

ア貯蓄契約の当事者

加入対象者は，石川県教職員（臨時的任用職員を除く）

締結できる金融機関等は，事務取扱要領別表に定める金融機関

イ預入金額

預入金額は, 1,000円以上で1,000円の整数倍の額とし，毎月の給料のほか期末勤勉手当か

らも控除・預入できるものであること

ウ 申し込み期間

毎年4月の県教育委員会が定める期間

(4)手続きについて

財形貯蓄の対象となる預貯金等の種類と内容については，本人が直接金融機関に照会すること。
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3－5福利厚生

通帳はなく契約証書のみで財形貯蓄残高報告書が年2回契約金融機関より，該当職員に対して

送付される。

預入の中断・再開・解約は，職員と契約機関において直接行い，中断は次の該当する事由が生じ

た場合2年未満の期間に限りできる。

・休職等のため給料等の支給額が減額されたとき

・職員又は扶養親族等の疾病，負傷等により著しく生計が困難になったとき

・給料等の支給が停止されたとき又は，支給額が預入金額に満たなくなったとき

ただし，育児休業等を取得する場合は， 当該子が3歳に達するまでの期間，預金を中断するこ

とができる。

（5）財形貯蓄の内容

区分 ｜ 一般財形貯蓄
加入資格|勤労者であれば加入可能

財形年金貯蓄 ｜ 財形住宅貯蓄

’ 55歳未満の勤労者55歳未満の勤労者

5年以上の定期的積立

払い出しは住宅取得，増

改築費用の充当に限定

・ 5年以上の定期的積立

･年金受け取り条件

ア据置期間
一 ､ 孔 も ､出 ､ Z 一ムーE,F－L－

b刀ﾕ月』乙人上～･午以|ﾉ､l

イ受取開始

60歳以降

ウ受取期間

5年以上～20年以内

エ受取方法

定期的受取

・年金充当に限定

3年以上の定期的積立

1年間は払出し禁止

契約要件

財形年金及び財形住宅貯蓄合わせて元本550万円まで

非課税

限度額なし ~

20％源泉分離課税

非課税

限度額

口
･年金以外の払出・年金受

取条件の違反

要件違反の

課税

①積立期間中,据置期間中， ・住宅取得増改築目的以外

年金受取開始後5年以内 の払出し違反

払出日以後課税及び5年間……遡及課税20％

超
一
％

年

別

５
－
税

後
一
課

ム

ロ

｜

・

衿
弘
一
函

恥

一

昨

金

一

出

年

一

払

②

一

一

・非課税枠オーバー， 2年 ・非課税枠オーバー， 2年

以上の積立中断， 口座解 以上の積立中断

約，要件違反

要件違反発生日以後．．…課税20％

1人1契約
剣 1 司 丑含而＆ム

1 ノL lラミボソ
今 ｡ 凸 母一′･ﾉ

1人l染ポョ契約の締結
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3－5福利厚生

(6)財形持家転貸融資制度

独立行政法人雇用・能力開発機構が，財形貯蓄を行っている勤労者に対し，

じて住宅資金を事業主，事業主団体及び福利厚生会社を通じて融資する制度

財形貯蓄残高に応
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